
  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  今回のテーマは大和市教育委員会が現在、運用し

ている相談支援ファイル「かけはし」です。 

大和市ウェブサイトに掲載されている相談支援ファ

イル「かけはし」の説明文には『相談支援ファイル「か

けはし」は、細やかな配慮や理解が必要なお子さんの

成長や支援の記録をファイルし、保健・福祉・医療・

学校等が情報を共有することで、一貫性のある教育や

支援を途切れることなく受けられることを目的として

作成したものです』と記載されており、情報共有のた

めのツールであることがわかります。 

 

大和市議会議員  あかみね太一  
【プロフィール】沖縄県那覇市出身。昭和 55年 11月 27日生まれ。    

妻とダウン症の１０歳の娘、６歳の長男と４歳の次男の５人家族。桜

ヶ丘在住。防災士としても活動を展開中。 

 政党や組織の支援を一切受けずに大和市議会議員選挙に挑戦し二

期目の当選を果たす。議員活動を行いながら通信制の大学で福祉を学

び、さらに福祉関連資格の取得にも挑戦している。   【討議資料】 

【発行・連絡先】あかみね太一ｔｅｌ＆ｆａｘ ０４６－２６８－８３３０ 

〒242-0024 神奈川県大和市福田６－１３－１フジコーポ福田３０１ 

 

  

■情報共有のためのツール 

 

 

■利用者から見た「かけはし」の問題点 

 

 しかし、「かけはし」にはいくつかの問題があります。使用方法については不明確な部分も多く、どの

段階でどの支援機関が発行するどのような資料をファイルに保存するべきなのか等の基本的な内容も示

されておらず、支援機関が作成する指導計画などの書類の様式や支援シートの記入方法なども統一されて

おりません。さらに、支援機関が個別に作成した支援情報の集積や保管は保護者に委ねられており、ファ

イリングされる情報量、情報を整理する方法や記載方法には個人差があります。 

これらの「かけはし」の問題点を改善するべく、各学校によって違う指導計画の書式や支援機関等が発

行する書類の書式等の統一化を図ること、保存すべき資料や情報を明確に指示すること、相談案内や支援

機関一覧を同封すること、家庭で記入する支援シートなどの必要な書類の書式などを大和市のウェブサイ

トからダウンロードできるようにすること、小学校入学前にこだわらず、全ての支援機関と家庭が早期か

ら情報を共有することができるよう、保護者の希望や手帳取得時、医師の診断が確定した段階で「かけは

し」を配付することができるよう運用方法を見直すこと、また、生涯にわたり「かけはし」を利用するこ

とができるよう、教育委員会から他の部署への移管について検討をしていただくことを教育委員会に対し

て要望させていただきました。 



 

 
 

「みねスクエア」とは、自由に意見交換を行う少人

数の座談会です。予約や連絡、参加費用は必要あり

ません。ぜひご気軽にご参加下さい。 
●第９５回みねスクエア 
１月２１日(日)１６：００～１７：００ 
場所：渋谷学習センター  ３０７会議室 
●第９６回みねスクエア 
２月２５日(日)１６：００～１７：００ 
場所：渋谷学習センター  ３０７会議室 
●第９７回みねスクエア 
３月２４日(土)１６：００～１７：００ 
場所：渋谷学習センター  ３０７会議室 
公務や学校等により日程が変更になる場合があ
ります。恐れ入りますが参加される際は SNSな
どでご確認下さい。 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 
 

 

 

 

■サービス利用計画を 

 

 

出張防災講習を行います！ 

皆様からのご要望にお応えして、防災士の私が無料で出張防

災講習を行います。少人数でもかまいません。 

機材はこちらで用意いたします。気軽にお問い合わせ下さい。 

あわせて皆様からの様々なご意見をお待ちしております。 

ツイッター    ＠ａｋａｍｉｎｅｍｉｎｅ 

電話・Ｆａｘ    046-268-8330 

メールアドレス akamine1980@gmail.com 
（恐れ入りますが、不在も多いので、ｆａｘやメールのほうが助かります） 
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障害児者に関する最も多くの支援に必要な情報を保管し、蓄積しているのは家庭であり、保護者です。 

妊娠から誕生後の記録となる母子手帳から始まり、障害に関する医学的な診断、医師の所見、傷病履

歴、手帳を取得する際の専門家の所見、乳幼児期に療育機関で受けたサービスや支援記録、幼稚園や保

育園の指導目標など、成長や発達段階ごとに作成された多岐にわたる情報を保管しており、これらの情

報は障害児者の状態把握や支援方法の検討、支援を決定するための基本的な情報として利用されており

ます。そして、行政が障害児者に対する有効な支援策を検討するためには、現状を把握するために必要

な情報を把握する必要があります。 

また、もしも家庭で保護者が保管している支援に必要な情報が、災害や保護者の死去、病気などの理

由で利用できなくなったとしても、障害児者が不利益をこうむることがないようにしておかなければな

りません。そのためには障害児者に関する支援情報を家庭のみではなく、行政側でも維持、保管し、更

新しながら、情報を蓄積できるようにしておく必要があります。では、大和市では現在どのように支援

情報が維持、保管され、更新しているのか確認させていただきました。以下回答です。 

「相談支援専門員が作成したサービスの利用計画には、障害児者本人や家族の意向、詳しい障害の状

況、日常生活の過ごし方や支援の目標などが反映されており、市はこの計画書の提出を受けることによ

って情報の把握や保管をしている。サービスの利用計画は、定期的に見直しを行い、本人の希望や進学、

就労、障害の状況の変化に伴い、サービス利用に変更が生じた場合には随時更新を行う」 

今回のみね新聞の内容や疑問点があれば、お気軽にお問合せ下さい。 

 

 


